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大好き泉川っ子体験教室（放課後こども教室）では令和 4 

年度の参加者を募集します。 

申し込み用紙を泉川小学校から配っていただきますので

希望者は担任の先生まで出してくださいね。 

小学校 1～６年生の登録制です。（申込用紙は公民館に

持ってきてもいいよ。） 

〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４ 

大好き泉川っ子体験教室（令和 4 年度） 

 

 

 

 

 

5/2２（日） 第５７回防災町民運動会 泉川小グラウンド 

8/７（日） 星原市 ２０２２ 星原子ども広場 

9/17（土） 年輪のつどい 泉川公民館 

11/13（日） 公民館まつり 泉川公民館 

1/8（日） とうどさん 泉川小グラウンド 

今年度も小学校、中学校、各種行事等を掲載した 

コミュニティカレンダーを配布予定ですので、 

そちらも参考にしてください。 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

参加者募集のお知らせ！！ 

 

 泉川小学校『読み聞かせ』に参加してみませんか？ 

 毎月２回、金曜日の朝に泉川小学校で「読み聞かせ」のボ

ランティアを行っています。１～３年生のクラスで紙芝居・

絵本の読み聞かせや、子ども達のためになるいろいろな話を

する方を募集しています。年齢・性別は問いません。 

 興味のある方は公民館までお問合せ下さい！！ 

  

問合せ先 泉川公民館 ☎４１－６４６３ 

 
 

令和４年度における主な行事日程について協議の結果、決まりましたのでお知らせいたします。 

今年度も、地域の皆様のご協力とご参加をお願い致します。 

泉川小学校 
入学式 ４月８日（金） 

９９名 
泉川中学校 
入学式 ４月１１日(月) 

７５名 

泉川校区の人口 

（令和 3年 9月末現在） 

世帯数： 5,971戸 

男 性： 5,546人 

女 性： 6,054人 

合 計： 11,600人 

 

３月１８日現在 

泉川安全パトロール、スローガン決定！ 

                    

新型コロナウイルス感染症の影響で、人と人の密を防ぐため活動

が少なくなりました。 

 自治会におきましても集まりの減少などにより、ご近所でも顔を

合わせることが少なくなっています。 

 このような中だからこそ、令和 4 年度の泉川校区では、子どもか

ら高齢者まですべての住民が笑顔であいさつし、笑顔で気軽に声か

けができる地域にしていきたいものです。 

「こんにちは、いい天気ですね。」 

「久しぶりですね、お元気でしたか。」笑顔で声かけ、笑顔で答える、

それだけでうれしいものです。お母さん方だけでなく、お父さん

方も井戸端会議という日本で培われてきたよき風習で、隣近所の

親睦を図りましょう。 

小学校前のスクールゾーンでの

安全運転を促すために、泉川安全

パトロールがスローガンを決定

し、看板を作成しました。 

 このスローガンがドライバーの

意識向上につながってほしいで

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

健  康   

づくり 

 

令和４年度行事計画（案） 

・健康づくりウォーキングを年に１０回、第三金曜日に実施

する。 

・健康づくりを楽しみながら出来る、軽スポーツ大会を開催

する。 

・泉川健康体操のさらなる普及活動に取り組む。 

 

安 全 

安 心 
 

 

令和 4 年度行事を検討しました。現在、決定している
のが 5 月 8 日(日)の泉川中学校との合同防災訓練です。
消防署、地元の消防団にも協力をお願いして、地元の自
治会員も参加してもらって行う防災訓練になります。 
令和 4 年度のブロック別防災訓練は岸の上、西喜光地

の 2 ブロックが行う予定です。各ブロックの特徴や特性
を取り入れた防災訓練となりますので、皆さんの参加を
お願いします。 
現在、新居浜市で取り扱っている防災ラジオですが、

令和 4 年度をもって購入時の助成が終了しますのでご注
意ください。詳しくはハートネットワーク
（☎32-7777）までお問合せ下さい。 

 

地域福祉 

 

〇令和３年度の振り返り等 

 ・年輪のつどいは感染対策の為と２回に分けて入れ替え制

での開催となり、待ち時間が発生したものの無事に開催で

きてよかった。 

 ・歳末ふれあい運動は「民生委員になりたい」と参加の感

想を書いてくれた学生さんもおり、また対象の高齢者の方

も喜んでいただき、コロナ禍ではあるが継続して実施でき

て良かった。 

〇令和４年度の地域福祉部会の活動内容について 

 ・年輪のつどい ・歳末ふれあい運動 

※新型コロナウイルス感染拡大状況をみて開催の有無、規

模、開催方法を検討する。 

子ども   

支  援 

 

 

〇令和 3 年度の振り返り 

・大洲青少年交流の家 

・みたに駅伝（中止） 

〇令和４年度の活動について 

・大洲青少年交流の家（8 月の予定） 

・みたに駅伝（2023 年 2 月、予定） 

 

 

  

 

生涯学習 

兼 広報 

〇４月のふるさと塾は休講。５月１６日の週に、地域から要

望のあった、毘沙門堂、堂主の範松さんの講座「心を養う

（仮題）」を計画することとした。 

〇令和４年度の計画は、４月度の部会で検討することとし

た。 

ふるさと塾は、少しでも住みやすい地域づくりを目指した

地域課題の改善や心豊かな人づくりの学習の場です。地域

の皆様や各種団体からの建設的なご意見をいただき、進め

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

環境美化 

〇あいロード花壇の草引きについて 
 ３月１１日（金）14:30 から 15:10 まで泉川中学校
２年生、約９０名と教職員、地域有志、総勢１００名
で花壇の草引きを行いました。 

〇大好き泉川の日について 
 ３月１３日(日)午前８時から約１時間、泉川中学校生徒
１００名、教職員と地域有志総勢１１０名で落ち葉と
ごみ拾いをしました。小学生と教職員も参加しました。 

 ４月は１０日(日)、午前８時に公民館集合で実施の予定
です。よろしくお願いします。 

 

4 月 行事予定 

日 曜日 予  定 

２ 土 防災士定例会 

４ 月 防災総会 

５ 火 防犯定例会 

８ 金 
小学校入学式 

見守り推進定例会 

９ 土 体育振興会定例会 

１１ 月 泉川中学校入学式 

１２ 火 連合自治会専門部会 

１４ 木 
公民館運営審議委員会（18:00～） 

民協定例会（19:00～） 

１９ 火 子育てサロン いずみっ子 

２０ 水 社協支部 SOS 定例会 

２５ 月 泉川小中学校定例会 

２６ 火 連合自治会役員会 

２９ 金 昭和の日（休館日） 

 

  

 
泉川校区の皆様へ 
       泉川公民館 前主事 薦田珠貴 

 在籍中はいたらぬ点もあったかと思いますが、お世

話になりありがとうございました。皆様から温かい叱

咤激励の言葉をいただき、感謝しております。業務を

通じて壁に当たることもありましたが、多くのことを

学ばせていただきました。今後もこの経験を、活かし

ていきたいと思っております。最後になりましたが、

皆様のさらなるご健勝とご活躍を心よりお祈り申し

上げます。本当にありがとうございました。 

〔お知らせ〕 

泉川だより３月号（令和 4 年 3 月１日付）の『瀬戸・寿自治会館完成』で、「令

和 4 年 3 月に落成式を開催」と掲載しておりましたが、新型コロナウイルスの感染

が拡大している状況のため、「現時点では未定」となっておりますので、お

知らせいたします。 

 

 住宅用火災警報器の無料取付け支援事業開始について 
住宅用火災警報器を「まだ設置していない」若しくは「機器を交換したい」場合は、各個

人で機器を購入して取付けや交換することとなりますが、６５歳以上の世帯又は個人で「取

付け」が困難な方につきましては消防職員による無料の取付け支援を令和４年４月から実施

します。取付けを希望される方は消防本部予防課（65-1342）へ申し込みしてください。 

【住宅用火災警報器の取付けの流れ】 

（１）家電量販店やホームセンター等で「煙式」の住宅用火災警報器を購入する。 

    各個人において事前に住宅用火災警報器を購入してください。 

（２）購入後、消防本部予防課へ連絡する。 

（３）取付け日時 平日 9:30～17:00の間 （土日祝日を除く） 

    ご希望の取付け日時を決定してください。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※火災予防条例により（寝室等）には
「煙式」の住宅用火災警報器を設置する
ことが義務付けられています。購入する
際には必ず設置必要個数を購入するよ
う注意してください。また、リビングや台
所への取付けもお勧めします。そして、
住宅用火災警報器は義務設置になって
から約１０年が経過しましたので、すで
に設置されているご家庭につきましては
１０年を目安に新しいものと取替えてくだ
さい。 

表彰 おめでとうございます  
第 62 回新居浜市公民館研究大会（大会の開催自体は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の為令和 4 年度に延期）において、公民館活動によき理解

を示され地域の生涯学習の推進に寄与された功績により、石川武博さん、梶

本香織さんが表彰されました。 

 これからも、地域活動・公民館活動にご協力をいただきますよう、よろし

くお願いします。 


